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川崎市立京町小学校 PTA 規約 

 

         

第１章 総 則 

第１条（名称）この会は、川崎市立京町小学校保護者と教職員の会（略称 京町小学校Ｐ

ＴＡ ）という。 

第２条（事務局）この会は、事務局を川崎市川崎区京町１の１の４川崎市立京町小学校内

に置く。 

第３条（目的）この会は、保護者と教職員とが協力して、家庭と学校と社会における児童

の幸福な成長を図ることを目的とする。 

第４条（活動）この会は、前条の目的を達成するために、次の活動をする。 

１．民主教育に対する理解を深め、よい保護者よい教職員になるように努める。 

２．家庭と学校との緊密な連絡によって、児童青少年の生活を支援する。 

３．児童の生活環境を改善し、その福利厚生を図る。 

４．会員相互の親睦を図り、児童・会員の表彰および慶弔を行う。 

５．その他、目的達成に必要な事項。 

第５条（方針）この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。 

１．児童・青少年教育ならびに福祉のために活動する他の団体、及び機関と協力す

る。 

２．特定の政党や宗教にかたよることなく、また、もっぱら営利を目的とするよう

な行為は行わない。 

３．この会、またはこの会の役員で公私の選挙の候補者を推薦しない。 

４．学校の人事、その他管理には干渉しない。 

 

第２章 会員及び会費 

第６条（会員の資格）この会の会員は次の通りである。 

１．川崎市立京町小学校に在籍する児童の保護者、またはこれに代わる者。 

２．川崎市立京町小学校の校長及び教職員。 

３．この会の趣旨に賛同する者。 

第７条（会費）この会の会員は会費を納めるものとする。会費は一世帯月額３００円とす

る。ただし、会費は総会の承認を得て増減することができる。 

第８条（会員の権利義務）会員は、すべて平等の義務と権利を有する。ただし、第６条第

３号に該当する者は、役員になることはできない。 

第９条（他団体への加入）この会の会員は、同時に川崎区ＰＴＡ協議会・川崎市ＰＴＡ連

合会、神奈川県ＰＴＡ連絡協議会及びＰＴＡ全国協議会の会員となる。 



第３章 経 理 

第１０条（経費）この会の活動に要する経理は、会費、その他の収入によって支弁される。 

第１１条（予算）この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。 

第１２条（決算）この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければな

らない。 

第１３条（会計年度）この会の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年の３月３１日に

終わる。 

 

第４章 役 員 

第１４条（任務と定員）この会の役員は、次の通りである。会長１名、副会長若干名、書

記若干名、会計若干名、庶務若干名、役員は会計監査委員、指名委員を兼ねること

はできない。ただし、卒業年度の役員は、その限りではない。なお、役員及び会計

監査委員を選出する時は、指名委員会において選出し、総会の承認を得る。役員の

任務について必要な事項は細則で定める。 

第１５条（任期）役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。役員は引き続いて

他の役員に選任されることができる。 

第１６条（会長の職務）会長は次の職務を行う。 

１．会務を掌理し、会議を招集する。 

２．他の役員及び校長の意見を聞いて、常置委員会の代表者を委嘱する。 

３．運営委員会に承認を得て、臨時委員会の代表者を委嘱する。 

４．会を代表して、他団体との連絡、意思の疎通を図る。 

５．会長は、指名委員会を除くすべての会議に出席して意見を述べることができる。 

第１７条（副会長の職務）副会長は次の職務を行う。 

１．会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 

２．川崎区ＰＴＡ協議会担当者は、次の職務を行う。 

    ・川崎区ＰＴＡ協議会の運営委員会に、京町小学校の代表として出席する。 

    ・川崎市ならびに川崎区からの連絡事項等を、学校長、ＰＴＡ会長、ＰＴＡ役員

に周知する。また、川崎市ならびに川崎区主催の研修会参加者を、ＰＴＡ会員

より募る。 

    ・川崎区ＰＴＡ協議会主催行事の運営を行う。（スポーツ大会、新春交流会 等） 

第１８条（書記の職務）書記は次の職務を行う。 

１．総会及び運営委員会の議事の記録を行う。 

２．会長の指示に従って会務の記録や文書作成を行う。 

第１９条（会計の職務）会計は次の職務を行う。 

１．総会が決定した予算に基づいて、いっさいの会計事務を処理する。 

２．５月の総会において、会計報告をする。 



３．この会の財産を管理する。 

４．予算の立案に協力する。 

第２０条（庶務の職務）庶務は次の職務を行う。 

１．ＰＴＡ活動全般においての補助的業務を行う。 

 

第５章 役員会 

第２１条（構成と任務） 

１．役員会は、第４章に規定する役員をもって構成し、会長、役員が必要と認めた

ときにこれを開催する。 

２．役員会は、毎月１回開くことを原則とする。 

３．運営委員会、臨時委員会の開催が困難と判断したときは、その議事を開き役員

会をもって議決し、運営委員会で報告しなければならない。 

 

第６章 緊急対策委員会 

第２２条（構成と任務） 

１．緊急対策委員会は、緊急を要するときまたは、会長、校長が必要と判断した場

合、会長、校長が協議のうえ招集、開催することができる。 

   ２．緊急対策委員会は緊急を要するときに開催するものであり、会長の承認を得て

その議事を開き、議決することができる。 

 

第７章 会計監査 

第２３条（任務と定員）この会の経理を監査するために若干名の会計監査委員を置く。 

第２４条（会計監査）会計監査委員は、１０月及び年度末に会計監査を行う。その他必要

に応じ、臨時に会計監査を行うことができる。 

第２５条（任期）会計監査委員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 

 

第８章 指名委員会 

第２６条（任務）役員及び会計監査委員を選出する時は、指名委員会を置き、指名選出す

る。 

第２７条（定員）指名委員会の委員の数と選出の方法は細則で定める。 

第２８条（任期）指名委員は、その任期を終了した時に解任される。 

 

第９章 総 会 

第２９条（構成と性格）総会は全会員を持って構成され、この会の最高議決機関である。 

第３０条（種別） 

１．総会は、定期総会及び臨時総会とする。 



２．総会の形式については、対面によることを原則とする。ただし、会長または運

営委員会が必要と認めた場合、会長はあらかじめ会員に通知したうえで、会員に

議決権行使書を提出させることにより総会の議決とする書面による総会を招集す

ることができる。 

第３１条（定期総会）定期総会は、下記の通り開催する。 

５月・・・前年度決算報告、本年度事業計画、予算審議承認、その他。 

   ２月・・・本年度事業報告、役員及び会計監査の承認、その他。 

第３２条（臨時総会）臨時総会は運営委員会が必要と認めた時、または会員の 

１０分の１以上の要求があった時に開催する。 

第３３条（成立と議決） 

１．総会は、会員の現在数の５分の１以上（委任状を含む）出席しなければ成立し

ない。 

２．書面による総会を招集した場合、定足数は議決権行使書の提出が会員の５分の

１以上とし、議決権行使書の未提出、白紙提出は賛成に含むものとする。 

３．総会の議事は、出席者または議決権行使書の過半数で決める。 

 

第１０章 運営委員会 

第３４条（構成と任務） 

１．運営委員会は、役員、校長、常置委員をもって構成する。 

２．第６条で示す会員は、自由に参加できるが、会員以外の参加者については、運

営委員会で協議し、運営委員会が認めた場合、参加できるものとする。 

３．運営委員会は、この会の運営に必要な事務を処理し、かつ、常置委員会との連 

絡調整を図り、総会に提出する議案を作成する。 

   ４．総会に付議される事項以外の重要事項を決議する。 

第３５条（会議）運営委員会は、年数回開くこととする。ただし、会長が必要と認めた時、

又は構成委員の４分の１以上の要求があった時にも開催することができる。 

第３６条（成立と議決） 

１．運営委員会は、委員の現在数の２分の１以上出席がなければ、その議事を開き、

議決することはできない。 

２．運営委員会の議事は、出席者の過半数で決める。 

 

第１１章 常置委員会及び特別委員会（臨時委員会を含む） 

第３７条（常置委員会の任務） 

１．この会の活動に必要な事項について、調査、研究、立案及び実行するため常置

委員会を置く。 

２．常置委員会についての必要な事項は、細則で定める。 



第３８条（特別委員会）特別な事項について必要があるときは、特別委員会（臨時委員会

を含む）を設けることができる。特別委員会（臨時委員会を含む）について必要な

事項は細則で定める。 

第３９条（実行）各常置委員会及び特別委員会（臨時委員会を含む）の議決は、会長また

は運営委員会の承認を得て実行に移される。 

 

第１２章 個人情報の取扱 

第４０条（利用と管理）本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、

管理および開示については、「個人情報取扱規約」に定め、適正に運用するものとす

る。なお、本会の活動にともなう資料の保管期限は、原則６年とする。 

 

第１３章 改 正 

第４１条（規約改正）この規約は、総会において出席者の３分の２以上の賛成がなければ

改正することはできない。ただし、改正案は、総会の開催の少なくとも２週間前に、

全会員に知らせなければならない。 

 

第１４章 付 則 

第４２条（細則の制定改廃）この規約は、 

１．この会の運営に必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて運営委員会の

議決を経て定める。 

２．運営委員会は、細則を制定又は廃棄した場合は、その細案を次期総会に報告し

なければならない。 

第４３条（校長の権限）校長は、学校管理並びに教育上、役員会、緊急対策委員会、総会、

運営委員会、常置委員会、指名委員会、特別委員会（臨時委員会を含む）に出席し

て、必要に応じて意見を述べることができる。 

第４４条（実施）この規約は、昭和３３年１月２７日より実施する。 

昭和３６年  １月１５日   一部改正 

昭和３８年  1 月１６日   一部改正 

昭和４５年  ３月１２日   一部改正 

昭和５３年  ３月 ９日   一部改正（会費） 

昭和５６年  ２月 ２日   一部改正（４、５、８章） 

昭和５９年  ２月 ８日   一部改正（会費） 

平成 ７年  ５月１２日   一部改正（２、４、６、１０章） 

平成 ８年  ５月  日   一部改正（会費） 

平成１５年  ５月１３日   一部改正（４条、会費） 

                      （１４条 役員定数） 



平成１６年 １１月 ４日   一部改正（１５条 役員の任期） 

平成２３年  ５月１０日   一部改正（２０条 任務と定員） 

                      （２８条 定期総会） 

                      （３１条 構成と任務） 

平成２４年  ３月 ２日   一部改正（１４条 役員の定員） 

平成２６年  ５月 ８日   一部改正（１４条 役員の定員） 

平成２９年  ５月１２日   一部改正（第１０章 学年委員会の全削除） 

                      （３１条 構成と任務） 

                      （４０条 校長の権限） 

   平成３１年  ３月２８日   一部改正（１６条 会長の職務） 

                      （３１条 構成と任務） 

令和 ２年  ３月 ２日   一部改正（第１４条 任務と定員） 

                      （第１７条 副会長の職務） 

（第１８条 書記の職務） 

（第２０条 庶務の職務 追記） 

（第５章 役員会） 

                      （第６章 緊急対策委員会） 

                      （第７章 会計監査） 

（第２６条 任期） 

（第３０条 種別） 

（第３１条 定期総会） 

（第３３条 成立と議決） 

                      （第３４条 構成と任務） 

（第３５条 会議） 

（第１１章 常置委員会及び特別委員会

（臨時委員会を含む）） 

                     （第１２章 個人情報の取扱 追記） 

（第４３条 校長の権限） 
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川崎市立京町小学校ＰＴＡ 個人情報取扱規約 

 

（目的） 

第１条 この個人情報取扱方法は、川崎市立京町小学校ＰＴＡ（以下「本会」という。）が

取得・保有する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより、事業の円滑な運

営を図るとともに、個人情報の関する会員の権利・利益を保護することを目的と

する。 

（指針） 

第２条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報保護法に則って運用管理

を行う。活動においても個人情報の保護に努め、要配慮個人情報は取り扱わない

ものとする。 

（周知） 

第３条 個人情報の取扱方法は、総会資料または通知などにより会員に周知する。 

（利用目的） 

第４条 本会では、個人情報を次の目的のために利用する。 

１．会費請求、管理等のための連絡 

２．文書等の送付 

３．本会役員・委員・会員名簿等の作成 

（個人情報の取得） 

第５条 本会が取り扱う個人情報及び利用の同意については、ＰＴＡ会長に書面で提出さ

れた次の事項とする。 

・氏名、電話番号、その他必要とするもので同意を得た事項 

（同意の取り消し） 

第６条 会員は、取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目または

全ての事項について、同意を取り消すことができる。 

２．不同意の申し出があった場合、直ちに該当する個人情報を廃棄または削除しな

ければならない。ただし、名簿などとして既に配布しているものについては、削

除の連絡をすることでこれに替える。 

（管理） 

第７条 個人情報は、本会が適正に管理する。 

２．不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄する。 

（第三者提供の制限） 

第８条 本会は、次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データ

を第三者に提供してはならない。 



１．法令に基づく場合 

２．人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき 

３．公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であるとき 

４．国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

 

 

【問い合わせ先】 

川崎市立京町小学校ＰＴＡ 


